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図４　山車順行路　2 日目 　地理院地図を使用

図３　山車順行路　1 日目夜　 地理院地図を使用

図２　山車順行路　1 日目昼　 地理院地図を使用
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小瀬とその周辺における郡上街道のルート

　佐野将大

１．　はじめに

　郡上街道は、加納宿（岐阜市）から長良川沿いに進み、郡上八幡（郡上市）を経て石
い と し ろ

徹白

（同市）に至る街道である。白山信仰の拠点である長滝白山神社への参詣路として、美濃・尾

張方面からの参拝者に利用されたと伝わっている。本調査は、関市小瀬付近における郡上街道

のルートについて調査したものである。

　岐阜県教育委員会（1982）『歴史の道調査報告書郡上街道』（以下、『調査報告書』と記す）

によると、近世の郡上街道は小瀬の集落内を通り集落の北東部に位置する山中を抜けていくと

記されている（図 1）。

　それに対して重竹遺跡の報告書では、「当時の交通を考えると、郡上街道は下有知南部で東

西方向に通っていたものが、国道 156 号線と交差するあたりから国道に並行する状況で北上

するというように、重竹遺跡の中央部を縦断する形で石徹白村（現郡上市白鳥町石徹白）へ

通じていた。」（岐阜県文化財保護センター『重竹遺跡・上西田遺跡・洞雲戸遺跡　第 1 分冊』

2013 、p.13）という異なる見解が示されている。さらに、小瀬に隣接する下有知におけるル

ートに関しても『調査報告書』の見解に対して疑義が示されており、郡上街道のルートには検

証の余地があると言えよう。

　本稿は、地図史料による調査と現地調査を通じて郡上街道のルートを再度検討することを目

的としたものである。

図１　郡上街道地図

　　　（岐阜県教育委員会〈1982〉別添地図）

図２　「輯製二十万分一図」

（高橋満編『幕末・明治日本国勢地図初版

輯製二十万分一図集成』柏書房 1983、p.102）
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2．　地図史料を用いた調査

　本調査で用いた地図史料は、正保期及び天保期の美濃国絵図と輯製二十万分一図（図２）で

ある。3 点の地図いずれにおいても、郡上街道に相当する道は小瀬村（集落）を通っていない。

また、輯製二十万分一図を確認すると、郡上街道とは異なる道が小瀬村に向かって伸びている

ことがうかがえる。

　以上のことに加えて、地図上において街道が伸びている方角、あるいは街道と山や川、小瀬

村との位置関係を考慮すると、少なくとも郡上街道は小瀬の集落内や山中を通っておらず、現

在の国道 156 号に相当するルートを通っていたものと推測される。

３．　現地調査

　2018 年 8 月 7 日に現地調査を実施した。図３は実際に歩いたルートを示したものである。

13 時 31 分に小屋名交差点を出発した。交差点の北東角には道標が建てられていた（写真１、

図３中の A 地点）。碑文は章末の資料１に記した。この道標について『調査報告書』には「現

在、追分の道標は国道 156 号線と国道 248 号線の分岐点に置かれているが、もともとの追分

は 156 号線を少し郡上よりに入った所であった。」（『調査報告書』、 p.10）とある。

　交差点から 156 号を進み、坂を上った辺りの星ヶ丘を 14 時 10 分頃に通過した。国道の左

右にある斜面に着目すると、進行方向に向かって右手側の斜面は人工的に削り取られているの

に対して、左手側の斜面はそれほど手が加えられていないようであった。このことから、現在

の星ヶ丘付近におけるかつての街道は国道よりも若干北寄りであったことが推測される。

　14 時 20 分に、街道は 156 号を離れて左に曲がるとの記述が『調査報告書』に記載されて

いる地点に到着した。T 字路になっ

ているその地点の東側に、二つの石

図３　現地調査のルート

（地理院地図を基に作成）

写真１　小屋名交差点北東角の道標

（正面と右側面、図３中の A地点、筆者撮影）
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灯籠、手水鉢、祠が発見され（写真２、図３中の C 地点）、それぞれに文字情報が確認された

（翻刻は章末の資料２に示した）。その文字情報には、建立年代、建立に関わったと思われる人

物名と村名が含まれていた。向かって左側の石灯籠には、小瀬村の足立利助なる人物の名が記

載されている。詳細は後の章で述べるが、小瀬の集落内に存在する道標にも同名の人物が記載

されており、何らかの関連性があるものと考えられる。また、四つの建造物の建立年の内最も

古いものは享保 3 年（1718）であった。前述の通り、『調査報告書』によれば街道はこの地

点から 156 号を離れて北上するとのことであるが、この道は小瀬の集落内へ入って行く道で

あると考える方が妥当ではないだろうか。この地点はちょうど丘を下りきった場所に位置して

おり、旧小瀬村の西の外れにあるといえる。先の建立年代も考慮すると、少なくとも江戸時代

中期には、そのような場所に位置するこの地点が、郡上街道と小瀬村へ続く道とが交差する辻

として機能していたと考えられよう。

　15 時 2 分に C 地点を出発し、15 時 35 分に向山神社（図３中の E 地点）に到着した。この

神社は昭和 13 年に複数の神社を合併し、社名を向山神社に改めたとの由緒のある神社である。

15 時 50 分に向山神社を出発し、やや北に進んだ辺りから 156 号は徐々に下り始める（写真

３、図３中の F 地点）。これより北の範囲では、道の左右にある農地や住宅地よりも 156 号

が高くなっていることが確認された。『調査報告書』に「街道は現在の下有知保育園あたりか

ら 156 号線をそれて、左手に低い田んぼの地帯を見ながら一段と高い河岸段丘の縁を通って

行く。」（ p.11）との記述があるため、その記述の内容を確認するべく 156 号の西側に並行し

ている細い道を進んだ。その道は国道以西に広がる「低い田んぼの地帯」の東端を通ってお

り、水田からその道を挟んで東側に並んでいる住宅地にかけて緩やかな傾斜があることが確認

された。『調査報告書』によると、156 号沿いの道は現在の下有知追分の交差点の辺りで現在

の 156 号と合流するとのことであるが、現在その道はそこまで続いていなかったため、東海

環状自動車道の高架下から約 150 メートル南の地点で再び 156 号に戻った。

　16 時 35 分に下有知追分の交差点に到着した。交差点のやや東側には地蔵、石灯籠、石碑

が並んでおり（写真４、図３中の G 地点）、以下の文字情報が確認された。

地蔵　　　［正面］日本回国六十六部供養成就之塔

  　　　　　　　　　正徳三年六月念願主是宰詣

写真２　小瀬南西部の石灯籠・手水鉢・祠　

　　　　（図３中の C 地点、筆者撮影）

写真３　向山神社以北の国道 156 号

        （関市下有知、図３中の F 地点、筆者撮影）
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　　　　（図３中の C 地点、筆者撮影）

写真３　向山神社以北の国道 156 号

        （関市下有知、図３中の F 地点、筆者撮影）



74

た可能性は考慮すべきではあるものの、二つの祠が位置する地点は辻として機能しており、こ

の二つの地点を通る街道があったと考えることができる。

４．　考察

　第 1 章と第 2 章の調査を踏まえて、郡上街道が現在の国道 156 号と一致していたことを示

すと考えられる点を挙げていく。

　まず、小屋名から小瀬にかけての道の直線性がある。写真７（図３中の B 地点）は小屋名

交差点から 156 号を北東に進んだ地点から高井坪方面を撮影したもので、高井坪から伸びる

稜線の方向に道が進んでいることがわかる。実際 156 号はその先もほぼ一直線上に伸びている。

次に挙げるのは、『調査報告書』のルートの問題点である。写真８（図３中の D 地点）は、

156 号から撮影した小瀬の北東部に位置する山の様子である。標高はさほど高くないとはいえ、

今なお木が生い茂っており、往来に適しているとはいいがたい。さらに、『調査報告書』のル

石灯籠　　［正面］奉納

              　［左側面］平成五年八月二十四日

　  　　　　              大矢田　梅村信芳

石碑　　　［正面］今宮吉田二千日參詣供養

　その後、往路では調査できなかった範囲を調査する

ために、下有知追分から 156 号を南下した。その道

中に、二つの祠を発見した。一つはそばに地蔵があり、

「天保九戌年二月」との記載が見られた（写真５、図

３中の H 地点）。もう一つは金龍王を祀っていると思

われるもので、「昭和五年五月一日」と書かれた石と

「創建五十年記念　昭和五十五年五月吉日」と書かれ

た石灯籠も置かれていた（写真６、図３中の I 地点）。

156 号沿いの道を歩き始めて以降の往路には、こう

した祠は発見されなかった。したがって、祠が移転し

写真４　下有知追分交差点東側の地蔵・石灯籠・

　　　　石碑（図３中のG地点、筆者撮影）

写真６　下有知上切交差点南約 300m地点の祠

（図３中の I 地点、筆者撮影）

写真５　下有知上切交差点北東角の祠

　　　（図３中のH地点、筆者撮影）
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手には水田が広がっており、恐らくは郡上街道が通っていた時代からあまり変わっていないと

考えられよう。それに対し 156 号の右手には現在住宅地が広がっている。この辺りに近世下

有知村の集落があったとするならば、高台に集落、低地に水田が広がっている境目部分を街道

が貫いていた可能性はあり得よう。

また、『調査報告書』にも記載のある、永昌寺前の道標について言及する。この道標には左

側を指して「此方たにぐみミち」、右側を指して「右小瀬むげ」と書かれている（写真９、図

３中の J地点）。恐らくこの道標は移転されたものであろう。永昌寺は小瀬の集落内に位置す

る寺院であり、そこから別の場所を指して「小瀬」と呼ぶことはあり得ないからである。『調

査報告書』のルートは、この道標の存在を重視しすぎてしまった可能性が考えられる。また、

この道標には「足立利助足立熊次　足立喜平次」なる三人の人物の名が記されている。前述の

通り、「足立利助」は C地点の石灯籠にもその名が確認された人物である。この道標には年代

は記されていなかったため同一人物であるかは不明であるが、旧小瀬村の人々が街道を意識し

てこうした道標等の建造物を建立していたことがうかがえるのではないだろうか。

写真７　国道 156 号（小屋名）から高井坪 方面

               を望む（図３中の B 地点、筆者撮影）

写真８　国道 156 号（小瀬）から集落北東部の

　　　　山を望む（図３中の D 地点、筆者撮影）

ートと 25,000 分の 1地形図を照らし合わせると、急勾

配になっている場所を通らねばならない上、街道がかな

り川に接近していることが分かる。往来する人々にとっ

て厳しいと言わざるを得ない条件がいくつも重なってい

るルートを通る必要性は低いと言えよう。

最後に述べるのは、国道 156 号が通っている一帯

の地形的な要素である。地図上でも確認できるように、

156 号は小瀬の北東部の山と南東部に位置する大洞山

の間を通っている。国道ができる限り平地を進もうとす

るのは自然なことであり、かつての街道も同様であっ

たと考えるのが妥当なのではないだろうか。また、156

号は北東部の山に沿う形で進行方向が東寄りから北寄

りに転じる。第 2章でも述べたように、この辺りから

156 号はおおよそ稜線上を伝って下り始める。その左

写真９　永昌寺前の道標

（図 3 中の J 地点、池田野々花撮影）
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今なお木が生い茂っており、往来に適しているとはいいがたい。さらに、『調査報告書』のル

石灯籠　　［正面］奉納

              　［左側面］平成五年八月二十四日

　  　　　　              大矢田　梅村信芳

石碑　　　［正面］今宮吉田二千日參詣供養

　その後、往路では調査できなかった範囲を調査する

ために、下有知追分から 156 号を南下した。その道

中に、二つの祠を発見した。一つはそばに地蔵があり、

「天保九戌年二月」との記載が見られた（写真５、図

３中の H 地点）。もう一つは金龍王を祀っていると思

われるもので、「昭和五年五月一日」と書かれた石と

「創建五十年記念　昭和五十五年五月吉日」と書かれ

た石灯籠も置かれていた（写真６、図３中の I 地点）。

156 号沿いの道を歩き始めて以降の往路には、こう

した祠は発見されなかった。したがって、祠が移転し

写真４　下有知追分交差点東側の地蔵・石灯籠・

　　　　石碑（図３中のG地点、筆者撮影）

写真６　下有知上切交差点南約 300m地点の祠

（図３中の I 地点、筆者撮影）

写真５　下有知上切交差点北東角の祠

　　　（図３中のH地点、筆者撮影）
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手には水田が広がっており、恐らくは郡上街道が通っていた時代からあまり変わっていないと

考えられよう。それに対し 156 号の右手には現在住宅地が広がっている。この辺りに近世下

有知村の集落があったとするならば、高台に集落、低地に水田が広がっている境目部分を街道

が貫いていた可能性はあり得よう。

また、『調査報告書』にも記載のある、永昌寺前の道標について言及する。この道標には左

側を指して「此方たにぐみミち」、右側を指して「右小瀬むげ」と書かれている（写真９、図

３中の J地点）。恐らくこの道標は移転されたものであろう。永昌寺は小瀬の集落内に位置す

る寺院であり、そこから別の場所を指して「小瀬」と呼ぶことはあり得ないからである。『調

査報告書』のルートは、この道標の存在を重視しすぎてしまった可能性が考えられる。また、

この道標には「足立利助足立熊次　足立喜平次」なる三人の人物の名が記されている。前述の

通り、「足立利助」は C地点の石灯籠にもその名が確認された人物である。この道標には年代

は記されていなかったため同一人物であるかは不明であるが、旧小瀬村の人々が街道を意識し

てこうした道標等の建造物を建立していたことがうかがえるのではないだろうか。

写真７　国道 156 号（小屋名）から高井坪 方面

               を望む（図３中の B 地点、筆者撮影）

写真８　国道 156 号（小瀬）から集落北東部の

　　　　山を望む（図３中の D 地点、筆者撮影）

ートと 25,000 分の 1地形図を照らし合わせると、急勾

配になっている場所を通らねばならない上、街道がかな

り川に接近していることが分かる。往来する人々にとっ

て厳しいと言わざるを得ない条件がいくつも重なってい

るルートを通る必要性は低いと言えよう。

最後に述べるのは、国道 156 号が通っている一帯

の地形的な要素である。地図上でも確認できるように、

156 号は小瀬の北東部の山と南東部に位置する大洞山

の間を通っている。国道ができる限り平地を進もうとす

るのは自然なことであり、かつての街道も同様であっ

たと考えるのが妥当なのではないだろうか。また、156

号は北東部の山に沿う形で進行方向が東寄りから北寄

りに転じる。第 2章でも述べたように、この辺りから

156 号はおおよそ稜線上を伝って下り始める。その左

写真９　永昌寺前の道標

（図 3 中の J 地点、池田野々花撮影）
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５.　おわりに

本調査では、近世の郡上街道が現在の国道 156 号と一致する可能性に着目した。２節で用

いた地図史料からは、郡上街道は長良川とほぼ並行して進んでおり、小瀬の集落内や北東部の

山中を進む『調査報告書』のルートとは異なったものであることが分かった。これらの地図は

いずれも幕府あるいは政府の指示で作製されたものであり、内容は正確であると考えられる。

さらに３節の現地調査を通じて、２節の地図史料に示されたルートが妥当であることを示せた。
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春日神社石造物調査

　陰地祐輝

　境内にある石造物は石燈籠 18基、鳥居３基、手水鉢３基、狛犬 2対、社号標２基、献燈台

３基である。石燈籠の形状は円柱型が 6対 12 基と最も多く、次いで神前型が 2対 4基、撥

型が 2基となる。年代のわかる石造物のうち近世まで遡るものは石燈籠 6基と手水鉢 1基の

みであり、古いものから元禄、延享、天明の年号が確認できる。そのほかは全て明治以降に作

られたものである。今回のフィールド実習では元禄、延享の年号をもつ石燈籠を対象に実測図

を作成した。以下にその詳細を記述する。なお、番号は境内配置図に対応するものである。

　春日神社内に鎮座する関稲荷大明神前の 1対（７，８）のうち、7の石灯籠を対象に実測図

を作成した。形状は円柱型で笠部の形態が他の石灯籠に比較して簡素なものとなっている。ど

ちらも延享年間の銘をもつが７は延享 5（1748）年、８は延享３（1746）年と製作年代がわ

ずかに異なり、形状についても基台部を構成する石の数やその意匠が大きく異なる。

　本殿前には 2対の石灯籠が並んでおり、そのうちの 1対（14，15）に元禄 10（1697）年

の紀念銘が確認できる。形状は円柱型で

笠部に蕨手の表現をもち基台部には花弁

が表現されるなど、多くの装飾が施され

ている。

　社務所と本殿の中間に位置する 19に

は元禄９（1745）年の紀念銘が確認で

きる。形状は当神社では少数の撥型であ

る。また、笠部は唯一円形を呈するもの

であり、火袋も球状という当神社におい

て他にはみられない表現を多くもつ。こ

の石燈籠は施主に「京住人金子氏」とあ

り、京都の人間によって寄進されたもの

であることがわかる。この金子氏につい

て、京都における行政の範囲を確認する

ために書かれた『元禄覚書』という史料

内に「西陣寺之内横町　太鞁　金子勘助」

という記述があり、寄進者の金子氏であ

る可能性を指摘できる。この石燈籠の特

異性は寄進者の出自によって生じたもの

である可能性が高い。
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